
（平成２１年５月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認佐賀地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



佐賀国民年金 事案 393 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年１月から 41年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名  ： 女 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 大正６年生 

     住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： 昭和 39年１月から 41年２月まで 

昭和 54 年に市役所から、国民年金保険料の未納分が特例納付で納付でき

ることになり、金額は 30万円ぐらいとの通知が来たので、現金 20万円を持

参して郵便局で納付書により納付したが、後日、10 万 4,000 円が還付され

たので、市役所に出向き、還付された 10 万 4,000 円を含めた現金で、残り

の未納分の国民年金保険料を納付した。 

市役所の窓口で納付した記憶があるので、申立期間が未納期間とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54年３月 22日に 36年４月から同年 12月までの国民年金保

険料を特例納付（第３回目）し、同日に 44年３月から 46年９月までの国民年

金保険料を追納し、54 年５月 23 日に 37 年１月から 38 年 12 月までの国民年

金保険料を特例納付しており、国民年金保険料の未納解消に努めていたことが

推認される上、申立人が納付したと申し立てている時期は老齢年金受給直前で

あり、少しでも老齢年金受給額を増額するため、申立人が申立期間の特例納付

の納付督励に応じたと考えても不自然ではない。 

また、申立人が納付したと申し立てている保険料額は、申立期間を特例納付

（第３回目）した場合の保険料額 10 万 4,000 円と一致している上、社会保険

事務所において、昭和 44 年３月から 46 年９月までの追納保険料額が１万

1,550 円のところ、納付書の誤記入のため 11 万 2,500 円を昭和 54 年３月 22

日に領収しており、同年５月 23日に 10万 950円を過誤納として還付している

ことが社会保険事務所の還付整理簿で確認できることから、申立内容に不自然

さは無い。 



さらに、社会保険事務所の特殊台帳には、特例納付、追納及び還付の記録が

無く、申立人の国民年金保険料に係る納付記録の管理において事務が適切に行

われていなかったことがうかがわれる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

佐賀厚生年金 事案 365 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在はＢ社）Ｃ支店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 28年 10月 30日に訂正し、同期間の標準報酬

月額を 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否か明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 10月 30日から 28年 11月５日まで 

昭和 27年２月にＡ社に入社し、62年８月に退職するまでＡ社に継続し

て勤務したが、社会保険事務所で厚生年金保険の記録を確認したところ、

Ａ社Ｄ出張所に勤務していた期間のうち、28年 10月 30日から同年 11月

５日までの厚生年金保険の加入記録が無いとのことだった。 

当然、厚生年金保険の加入があるはずであり、厚生年金保険の加入期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が保管するＡ社Ｄ出張所及び同社Ｃ支店に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿において、申立人の同社Ｄ出張所における資格喪失

日は昭和 28 年 10 月 30 日、同社Ｃ支店における資格取得日は同年 11 月５日

と記録されている。 

   また、申立人と同じく昭和 28年 10 月 30日にＡ社Ｄ出張所において厚生年

金保険の被保険者資格を喪失した者４人は、いずれも同社Ｃ支店において昭

和 28 年 11 月５日に厚生年金保険に加入しており、申立人と同様に厚生年金

保険加入期間の欠落が生じていることから、同支店が同日を資格取得日とす

る届出を行ったものと考えられる。 

   しかしながら、雇用保険の記録及びＡ社が保管する人事記録から判断する

と、申立人がＡ社に継続して勤務していたものと認められる。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は昭和 28 年 10 月の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 28 年 10 月の社会保険事

務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料、周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立どおりの被保険者資格の取得（喪失）日に係る届出を社会保険事務

所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。 



                      

  

佐賀厚生年金 事案 366 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社本店における資格喪失日に係

る記録を昭和 47 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年６月 19日から同年 11月１日まで 

昭和 38 年２月にＡ社に就職して以来、平成９年３月末に退職するまで

の期間において、転勤はあったものの継続して勤務していたが、厚生年金

保険被保険者記録の確認をしたところ、昭和 47 年６月 19 日資格喪失、同

年 11月１日資格取得となっており、５か月の空白期間が生じていた。 

Ｂ支店開設準備として勤務した時期だと思うので、当該期間について厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め 

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における人事記録及び雇用保険の記録などから判断すると、申立人が

同社に継続して勤務（申立期間においては、同社本店に所属）し、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、Ｂ支店の開設準備に携わった上司及び同僚の厚生年金保険の記録は、

本店を昭和 47 年 11 月１日に資格喪失し、同日付けでＢ支店の資格を取得し

ており、空白期間は認められない。 

さらに、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47 年５月の社会保険事

務所の記録から、５万 6,000円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としているが、社会保険庁の記録上の資格喪失日（昭

和 47 年６月 19 日）が、Ａ社の人事記録上の発令年月日と一致しており、こ

れは事業主でなければ把握できない日付であるため、事業主が資格喪失日を

昭和 47 年６月 19 日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る 47 年６月から同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



佐賀国民年金 事案 394 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50年４月から同年９月までの期間、51年 10月から 52年３月

までの期間、52年 10月から 53年３月までの期間、54年２月及び同年３月並

びに 56年６月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 51年 10月から 52年３月まで 

             ③ 昭和 52年 10月から 53年３月まで 

             ④ 昭和 54年２月及び同年３月 

             ⑤ 昭和 56年６月から同年９月まで 

    国民年金には両親に勧められて加入し、保険料は、１日おきに自宅に来て

いた銀行員に依頼して納めていた。 

    申立期間を通じ商売は順調で、住所の異動なども無かったので、社会保険

庁の記録では、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間については、申立人と申立人の妻の国民年金保険料の納付記録は、

おおむね一致しているところ、申立人の妻についても、申立期間①、②及び⑤

は保険料の未納期間であり、申立期間③及び④については保険料の免除期間と

されており、国民年金保険料が納付されたことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

   また、申立期間は５期間に及ぶ上、特に申立期間①から④までの期間は近接

しており、これだけの回数の納付記録管理を行政側が続けて誤るとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



佐賀国民年金 事案 395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年１月から同年８月までの期間及び 42年４月から 46年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月から同年８月まで 

           ② 昭和 42年４月から 46年９月まで 

  社会保険庁の記録では、申立期間は国民年金の未加入期間となっているが、

当時、毎月、両親が地区婦人会の役員を通じて、国民年金の保険料の納付を

してくれており、妹が会社を退職した後は、妹の分と一緒に納付してくれて

いた。申立期間が国民年金の未加入期間とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年５月に払い出されていること

が社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿で確認でき、その時点では、

申立期間は、過年度納付及び特例納付によらなければ国民年金保険料を納付で

きない期間であるが、申立人は、過去の保険料をさかのぼって納付したとは申

し立てておらず、これ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立人と同居していた妹が会社を退職した昭和 44 年５月

以降は、両親が、毎月、妹の分と一緒に申立人の国民年金保険料を納付してく

れていたと供述しているが、申立人の妹は、所持する国民年金手帳及び社会保

険事務所の特殊台帳により昭和44年５月から45年９月までの期間の国民年金

保険料は特例納付、45年 10月から 46年３月までは過年度納付、46年４月か

ら 47年３月までは 47 年４月 28日に一括で現年度納付していることが確認で

きることから申立人の供述内容に不自然さがうかがわれる。 

さらに、申立人は、国民年金への加入及び保険料の納付には関与しておらず、

申立人の両親が国民年金への加入手続及び地区婦人会の役員を通じて保険料

を納付していたと供述しているが、申立人の両親は既に死亡しており、当時の



地区婦人会の役員等関係者からも申立人の両親が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを裏付ける供述が得られず、国民年金への加入状況及び保

険料の納付状況等が不明である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



佐賀国民年金 事案 396 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 37年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  昭和 36年４月から 37年５月まで 

社会保険庁の記録では、申立期間は国民年金の未加入期間となっているが、

当時居住していた地区の区長の勧めで国民年金に加入し、国民年金の加入手

続及び保険料の納付をすべて区長に依頼していた。 

国民年金保険料は、100 円と記憶しているが領収書等は保存していない。

申立期間が国民年金の未加入期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年１月以降に払い出されている

ことが社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿により確認でき、その時

点では、申立期間は特例納付によらなければ国民年金保険料を納付できない期

間であるが、申立人は、過去の保険料をさかのぼって納付したとは申し立てて

おらず、これ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金被保険者資格取得日は、申立人が所持している国民

年金手帳及び社会保険庁のオンライン記録において、昭和 43 年９月１日で一

致しており、申立期間は未加入期間であったため、町において申立人の国民年

金保険料にかかる納付書の作成等は行われなかったと考えられる。 

さらに、申立人は申立期間の国民年金加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人が国民年金加入手続及び保険料の納付を依頼していたとされる

地区の区長は既に死亡しているため、申立人の国民年金への加入状況、保険料

の納付状況等が不明である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付

したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



佐賀国民年金 事案 397 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年２月から 57年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 56年２月から 57年２月まで 

  申立期間については、厚生年金保険のある会社を退職後、工場で働いてい

たが、厚生年金保険に加入できなかったので国民年金に加入し、近くの郵便

局で納付書により毎月保険料を納付した記憶があるので、社会保険庁の記録

では、国民年金の未加入期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、申立人の夫は共済組合の組合員であったため、配偶者である

申立人は、国民年金の任意加入対象者であり、申立期間は国民年金の未加入期

間とされている上、申立人は、国民年金保険料を郵便局で納付したと供述して

いるが、申立期間当時、Ａ市の指定金融機関に郵便局は含まれておらず、国民

年金保険料の納付はできなかったものと考えられる。 

また、社会保険庁のオンライン記録及びＡ市の記録において、申立人が国民

年金に加入したことは確認できず、国民年金の任意加入手続及び保険料納付を

行ったことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



佐賀厚生年金 事案 367 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成 11年７月 1日から 13年１月１日まで 

平成 11年７月１日にＡ社に給与月額 40万円の待遇で入社した。数か月後

に役員となったが、給与はそのままだった。社会保険庁の標準報酬月額の記

録が 30 万円となっており、相違がある。給与から控除されていた保険料に

見合った標準報酬月額に訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管している申立人に係る賃金台帳により、申立人が同社において、

厚生年金保険の被保険者資格を取得した平成 11年７月から、基本給として 40

万円が給与として支給されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社が保管している申立人に係る「健康保険厚生年金保険被

保険者資格取得確認および標準報酬月額決定通知書」により、同社は、平成

11年７月 1日の資格取得届において、申立人の標準報酬月額を 30万円とする

届出を行っていることが確認でき、これは社会保険庁の記録と一致している。 

また、Ａ社が保管している申立人に係る賃金台帳により、平成 11 年７月か

ら 12 年 12 月までの間、30 万円の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料が申

立人の給与から控除されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の事業主は、申立人の標準報酬月額を資格取得時に 30 万円で

届け出をし、申立人の給与から 30 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を控除していたとしている。 

このほか、Ａ社が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額と異なる厚生年金

保険料が申立人の給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



佐賀厚生年金 事案 368 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 48年１月ごろから 50年６月 20日まで 

（Ａ社） 

           ② 昭和 50年７月ごろから 52年７月ごろまで 

（Ｂ社） 

  申立期間において、Ａ社及びＢ社に勤務した。社会保険事務所に照会した

ところ、両社について、いずれも厚生年金保険加入記録が無い旨の回答を受

け取った。両社の同僚の名前や仕事内容を記憶しており、勤務していたこと

に間違いはない。当該申立期間について厚生年金保険加入期間として認めて

ほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①に係るＡ社が保管する申立人の労働者名簿から申立人が昭和

48年１月 21日から 50年６月 20日まで同社に勤務していたことを推認する

ことができる。 

しかしながら、Ａ社は、当時の賃金台帳等申立人の申立期間①に係る厚生

年金保険料が給与から控除されていることを確認できる資料を保管してい

ない上、申立人も給与明細書等を所持していないため、申立人が申立期間①

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認

できない。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 48 年９月４

日であり、それ以前の期間について、同社は適用事業所でない上、社会保険

事務所が保管している同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、同日以降に資格取得した者の中に申立人の氏名は確認できず、同名簿

の整理番号に欠番は無い。 



さらに、申立人は、Ａ社の同僚２人を記憶しているが、このうち１人につ

いては、同社での厚生年金保険加入記録は無い。なお、残る１人の同僚は、

同社の回答により、同社の関係者であったものの同社の社員でなく、別の事

業所において、厚生年金保険の被保険者となっていることが確認できるが、

社会保険事務所が保管する当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿に申立人の氏名は確認できない。 

加えて、Ａ社の親会社であるＣ社について、社会保険事務所が保管する健

康保険厚生年金保険被保険者原票に申立人の氏名は確認できない。 

２ Ｂ社の回答及び同僚の供述から、申立人が同社に勤務していたことは推認

することができる。 

しかしながら、Ｂ社は、当時の賃金台帳等、申立人の当該申立期間②に係

る厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認できる資料を保管

していない上、申立人も同社についての給与明細書等を所持していないため、

申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できない。 

また、社会保険事務所が保管するＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において、申立人の氏名は無く、整理番号に欠番は無い。 

さらに、申立人が記憶している元同僚５人のうち１人については、同名簿

に氏名が無い。 

加えて、申立人は当時のＢ社の従業員数を９人ないし 10 人と記憶してい

るところ、申立期間中の同社の被保険者数は５人ないし７人で推移しており、

同社では、すべての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけではないと

考えられる。 

３ このほか、申立期間①及び②の期間について、申立人の雇用保険加入記録

は確認できず、ほかに申立ての事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



佐賀厚生年金 事案 369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月１日から 46年４月１日まで 

申立期間について、厚生年金保険被保険者の加入期間を社会保険事務所に

照会したところ、厚生年金保険の加入記録は無いとのことだった。Ａ社には、

昭和 43年 10月１日から 46年４月１日まで勤務しているので、同期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管している申立人に係る職歴を記載した「外務人事カード」におい

て、申立人は昭和 43 年６月１日から 46 年３月 31 日まで勤務していることが

確認できる。 

しかしながら、申立人は、Ａ社に勤務していたとされる期間のうち、昭和

43 年６月１日から同年 10 月１日まではＢ社において厚生年金保険に加入し、

45年８月１日以降はＣ社において雇用保険に加入している。 

一方、Ａ社が保管する申立人に係る「外務人事カード」において、申立人は

「嘱託」と記載され、常時出勤する義務のない嘱託の外務員（同社では「委託

職階」と呼称している）だったと考えられるところ、同社では、「委託職階の

職員は厚生年金保険に加入させていなかった。」と回答している。 

また、申立期間の前後にＡ社に勤務していたと考えられる３人についても、

同社の人事記録において「嘱託」と記載されている期間に厚生年金保険に加入

していないことが確認できる。 

さらに、Ａ社は、申立人に係る賃金台帳等を保管していないとしている上、

申立人も給与明細書等を所持していないため、申立人が申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できない。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険



者原票において、申立期間に係る申立人の加入記録は無く、同原票の整理番号

に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



佐賀厚生年金 事案 370 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 34年３月ごろから 36年 11月１日まで 

    昭和 34年３月に中学卒業後、Ａ社に入社し 37年４月まで勤務した。社会

保険庁の記録では、34 年３月ごろから 36 年 11 月１日まで厚生年金保険加

入記録が無い。同郷の中学校から同級生と一緒に同社に入社した。勤務して

いたことに間違いないので、申立期間について厚生年金保険加入期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された写真及び同僚の供述から申立人が申立期間において、

Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に廃業し、申立人に係る賃金台帳等申立人が当該申

立期間に係る厚生年金保険料を控除されている資料は無い上に、申立人も同社

の給与明細書等厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実

を確認できない。 

また、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立

人の資格取得日は、昭和 36年 11月１日であり、これ以前に申立人の氏名の記

載は無い。 

さらに、申立人の中学校の同級生で、申立人と同時期にＡ社に入社したとさ

れる元同僚の資格取得日は、申立人より遅い昭和 37 年３月１日である上、申

立人が記憶している９人の元同僚のうち、４人については、同社での厚生年金

保険加入記録が無く、厚生年金保険加入記録が確認できる５人中、３人は厚生

年金保険への加入が、申立人が記憶している入社時期よりも遅れており、同社

ではすべての従業員を入社後すぐに、厚生年金保険に加入させていたわけでは

ないと考えられる。 



このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



佐賀厚生年金 事案 371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年２月１日から同年 12月 21日まで 

昭和 26 年２月 19 日から 30 年 12 月 10 日までＡ社Ｂ事業所で勤務した。

その間、昭和 29年２月１日から同年 12月 21日までの間は、人事管理上Ａ

社Ｃ事業所に在籍したこととなっていた。社会保険事務所に照会したとこ

ろ、同事業所に在籍した期間の厚生年金保険の記録が無いとの回答であっ

た。当時、保険料を給与から天引きされていたかどうかの記憶は無いが、

昭和 26年２月 19日から 30年 12月 10日まで継続して勤務していたことは

間違いないので、当該期間について被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社Ｂ事業所における具体的な勤務内容から、申立人が申立期間に

ついて、同社で勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社Ｃ事業所は、社会保険事務所が保管する適用事業所台帳

において適用事業所として確認できない上、申立人は、社会保険事務所が保管

する健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、Ａ社Ｂ事業所において昭和

26年２月 19日資格取得、29年２月１日資格喪失、29年 12月 21日資格取得、

30年 12月 10日資格喪失していることを確認できる。 

また、Ａ社は既に廃業しており、当時の人事記録、賃金台帳等申立期間に係

る在籍及び厚生年金保険料の控除を確認できる資料が無い上、申立人も給与明

細書等の資料を所持していないため、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認することができない。 

さらに、当時一緒に勤務した上司及び同僚のうち、申立人が姓名を記憶して

いる同僚一人については、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被

保険者名簿に記載されておらず、また、申立人が姓のみ記憶している上司及び



同僚については、同名簿により確認を取ったが、同姓の者が複数おり、特定す

ることができない。 

加えて、Ａ社Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立

人を含む坑外勤務者 67 人のうち、昭和 29 年２月１日付けで申立人を含む 50

人が、同年２月 24 日付けで４人が、同年２月 25 日付けで 13 人がそれぞれ資

格喪失しており、67人全員が申立人と同じ 29年２月に資格喪失していること

から、何らかの事情により、坑外勤務者全員の資格喪失手続が行われたことが

推察できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



佐賀厚生年金 事案 372 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年４月ごろから 34年７月ごろまでの 

うちの３年間 

（Ａ社） 

             ② 昭和 52年３月１日から 53年６月１日まで 

              （Ｂ社） 

昭和 29 年４月ごろから 34 年７月ごろまでのうちの３年間、Ａ社にて商

品を小売店へ配達する仕事をしていた。同僚二人の氏名を記憶しており、ク

リスマスケーキを３回配達した記憶もあるので、少なくとも３年は勤務して

いるはずだが、社会保険庁の記録において厚生年金保険の記録が無いのは納

得できない。 

また、昭和 52 年３月１日から 55 年３月１日までＢ社にて勤務していた

が、社会保険庁の記録において、52年３月１日から 53年６月１日までの厚

生年金保険加入記録が無いのは納得できない。 

当該申立期間①及び②を、厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社における当時の同僚二人の供述及び業務内容に関

する申立人の供述内容から、申立人が申立期間において同社に勤務していたこ

とを推認することができる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社の厚生年金保険新規適

用年月日は昭和 32 年９月１日となっており、同社は申立期間①の一部におい

て厚生年金保険の適用事業所ではない。 

また、Ａ社は既に廃業しており、当時の人事記録や賃金台帳等、申立人の給

与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる資料は無い上、申立

人も給与明細書等を所持していないため、申立期間①において、事業主により



申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認できない。 

さらに、申立人が記憶している元Ａ社経理・社会保険事務担当者及び元事業

主の子の供述により、同社には少なくとも 25 人以上の従業員が在籍していた

と考えられるところ、社会保険事務所が保管している同社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、同社に係る厚生年金保険被保険者数は 19 人

であることが確認できる上、同名簿において、元同社経理・社会保険事務担当

者が記憶している元同僚６人の氏名の記載は無く、同社ではすべての従業員を

厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿に申立人の氏名の記載は無く、同名簿の整理番号に欠番は無い。 

このほか、当時の事業主は既に死亡しているため供述を得ることはできず、

申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間②について、Ｂ社における元事業主の子の供述及び公共職業安定所

の保管する申立人に係る移行外被保険者総合照会の回答により、申立人は、申

立人の同社に係る厚生年金保険被保険者資格取得日である昭和 53 年６月１日

よりも前から同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社の厚生年金保険新規適用年月日は、昭和 53 年６月１日

であり、同社は申立期間②において、厚生年金保険の適用事業所ではない。  

また、社会保険事務所が保管する申立人に係る国民年金被保険者記録照会に

よると、申立期間②において申立人は国民年金に加入し、かつ、国民年金保険

料を現年度納付していることから、申立期間②について、厚生年金保険に未加

入であったことを認識していた可能性がある。 

さらに、申立期間②において厚生年金保険に加入していれば、納付済となっ

ている当該期間の国民年金保険料は還付されるところであるが、還付された事

跡が無いことから、当該期間は厚生年金保険に加入していなかったことがうか

がえる。 

加えて、Ｂ社は既に廃業し、同社の元事業主は「当時、経理及び社会保険事

務を行っていたのは私の妻であるが、20 年ほど前に亡くなっている。私は何

も分からない。」と供述しており、当時の人事記録や賃金台帳等、申立人の給

与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる資料は無い上、申立

人も給与明細書等を所持していないため、申立期間②において、事業主により

申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認できない。 

このほか、申立人のＢ社に係る雇用保険被保険者資格取得日は昭和 53 年５

月１日、離職日は 55年２月 29日となっており、申立人の同社に係る厚生年金

保険加入記録とおおむね一致する。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



佐賀厚生年金 事案 373 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 25年４月から 27年６月まで 

  Ａ氏の紹介で昭和 25 年２月にＢ社に入社し、継続して同社で勤務してい

たが、社会保険庁の記録では、27 年７月に厚生年金保険の被保険者資格を

取得したとされているため、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＢ社を退職した直後に就職したＣ社に提出したとされる履歴書に、

昭和25年２月20日に同社に入社した旨が記載されており、申立期間において、

申立人が同社で勤務していたことは推認することができる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＢ社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿によると、申立人の同社に係る厚生年金保険被保険者資格取得年月日

は、昭和 27 年７月５日とされており、これ以前に申立人が同社に係る厚生年

金保険被保険者資格を取得したことを示す記載は無く、申立期間における同名

簿の整理番号に欠番は無い。 

また、申立人が記憶するＢ社の同僚 19 人のうち所在が確認できた２人及び

社会保険庁の記録において申立人と同日に同社に係る厚生年金保険被保険者

資格を取得している同僚 38 人のうち所在が確認できた８人に照会したが、い

ずれも申立人のことを覚えておらず、申立期間における申立人の同社の勤務状

況を確認することができない。 

さらに、申立人が記憶している同僚 19 人のうち、４人はＢ社の健康保険厚

生年金保険被保険者名簿に氏名の記載が無く、同社に係る厚生年金保険加入記

録が確認できない上、申立人と同日に同社で厚生年金保険に加入しており自身

の入社時期を記憶している２人は、入社時期よりも厚生年金保険の加入が２年

ほど遅れており、同社では、すべての従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加



入させていたわけではないと考えられる。 

加えて、Ｂ社は既に廃業しており、人事記録、賃金台帳等申立人の在籍及び

厚生年金保険料の控除を確認できる資料は残っていない上、申立人も給与明細

書等を所持しておらず、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを確認することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


